
利用者負担第1段階（市町村民税世帯非課税・生活保護受給者など）

介護度 食費 居住費 基本料
日常生活継
続支援加算

（Ⅱ）

夜勤職員配
置

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理加算
（Ⅱ）（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 300 820 661 46 46 12 23 110 2,037 663 393 62,351

2 300 820 730 46 46 12 23 110 2,214 720 427 64,758

3 300 820 803 46 46 12 23 110 2,402 781 463 67,306

4 300 820 874 46 46 12 23 110 2,585 841 498 69,785

5 300 820 942 46 46 12 23 110 2,760 898 532 72,159

介護度 食費 居住費 基本料
サービス提供
体制強化加

算（Ⅱ）

夜勤職員配
置

（Ⅱ）ロ

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理体制

（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 390 820 661 46 46 12 23 110 2,037 663 393 65,141

2 390 820 730 46 46 12 23 110 2,214 720 427 67,548

3 390 820 803 46 46 12 23 110 2,402 781 463 70,096

4 390 820 874 46 46 12 23 110 2,585 841 498 72,575

5 390 820 942 46 46 12 23 110 2,760 898 532 74,949

介護度 食費 居住費 基本料
サービス提供
体制強化加

算（Ⅱ）

夜勤職員配
置

（Ⅱ）ロ

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理体制

（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 650 1,310 661 46 46 12 23 110 2,037 663 393 88,391

2 650 1,310 730 46 46 12 23 110 2,214 720 427 90,798

3 650 1,310 803 46 46 12 23 110 2,402 781 463 93,346

4 650 1,310 874 46 46 12 23 110 2,585 841 498 95,825

5 650 1,310 942 46 46 12 23 110 2,760 898 532 98,199

介護度 食費 居住費 基本料
サービス提供
体制強化加

算（Ⅱ）

夜勤職員配
置

（Ⅱ）ロ

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理体制

（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 1,360 1,310 661 46 46 12 23 110 2,037 663 393 110,401

2 1,360 1,310 730 46 46 12 23 110 2,214 720 427 112,808

3 1,360 1,310 803 46 46 12 23 110 2,402 781 463 115,356

4 1,360 1,310 874 46 46 12 23 110 2,585 841 498 117,835

5 1,360 1,310 942 46 46 12 23 110 2,760 898 532 120,209

介護度 食費 居住費 基本料
サービス提供
体制強化加

算（Ⅱ）

夜勤職員配
置

（Ⅱ）ロ

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理体制

（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 1,445 2,006 661 46 46 12 23 110 2,037 663 393 134,612

2 1,445 2,006 730 46 46 12 23 110 2,214 720 427 137,019

3 1,445 2,006 803 46 46 12 23 110 2,402 781 463 139,567

4 1,445 2,006 874 46 46 12 23 110 2,585 841 498 142,046

5 1,445 2,006 942 46 46 12 23 110 2,760 898 532 144,420

特別養護老人ホーム　ぶなの杜　料金表
令和4年10月1日

利用者負担第2段階（市町村民税世帯非課税・年金80万円以下の方）

利用者負担第3段階①（市町村民税世帯非課税・年金80万円～120万円以下の方）

利用者負担第4段階（市町村民税世帯課税・年金266万円以上の方）

31日分利用料

利用者負担第3段階②（市町村民税世帯非課税・年金120万円～266万円以下の方）



自己負担2割

介護度 食費 居住費 基本料
サービス提供
体制強化加

算（Ⅱ）

夜勤職員配
置

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理体制

（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 1,445 2,006 1,322 92 92 24 46 220 4,073 1,325 785 162,240

2 1,445 2,006 1,460 92 92 24 46 220 4,428 1,441 854 167,058

3 1,445 2,006 1,606 92 92 24 46 220 4,804 1,563 926 172,154

4 1,445 2,006 1,748 92 92 24 46 220 5,169 1,682 997 177,111

5 1,445 2,006 1,884 92 92 24 46 220 5,519 1,795 1,064 181,857

自己負担3割

介護度 食費 居住費 基本料
サービス提供
体制強化加

算（Ⅱ）

夜勤職員配
置

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制

加算（Ⅱ）

口腔衛生
管理体制

（月）

処遇改善
加算8.3%(月）

介護職員等特定
処遇改善加算

2.7％

 介護職員等ベー
スアップ等支援

加算1.6％
合計（月）

1 1,445 2,006 1,983 138 138 36 69 330 6,110 1,988 1,178 189,871

2 1,445 2,006 2,190 138 138 36 69 330 6,643 2,161 1,280 197,096

3 1,445 2,006 2,409 138 138 36 69 330 7,206 2,344 1,389 204,740

4 1,445 2,006 2,622 138 138 36 69 330 7,754 2,522 1,495 212,175

5 1,445 2,006 2,826 138 138 36 69 330 8,279 2,693 1,596 219,296

その他の介護サービス加算

日額 日額 日額

1割負担 2割負担 3割負担

46円 92円 138円

12円 24円 36円

23円 46円 69円

46円 92円 138円

246円 492円 738円

30円 60円 90円

110円 220円 330円

72円 144円 216円

144円 288円 432円

680円 1,360円 2,040円

1,280円 2,560円 3,840円

項目 備考

日常生活継続支援加算
1年間の新規入居総数のうち介護度4・5の方が70/100以上、または認知
症の方が65/100以上、入所者数が6人又はその端数を増す毎に、介護福
祉士を1人配置。

看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を1名配置。

外泊時費用 入院、外泊した場合、所定単位数に代えて算定されます。

初期加算 生活に慣れるまでの様々な支援（入居30日間）。

看護体制加算Ⅱ
基準を上回る看護職員の配置と、施設から医療機関等への24時間連絡
体制が確保されている。

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 夜勤職員が基準より1名多い。

死亡日以前4日以上30日以下

31日分利用料

31日分利用料

口腔衛生管理加算（Ⅱ）
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対す
る口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月2回以上行っている場合（月
額）。

看取り介護加算

死亡日以前31日以上45日以下

死亡日の前日及び前々日

死亡日



日額 日額 日額

1割負担 2割負担 3割負担
備考

介護職員等ベースアップ
等支援加算

項目

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）のいずれかを取得している場合、所定単位数（基本報酬単位＋
各種加算）×1.6％が料金に加算されます。

介護職員等特定処遇
改善加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までの取得や日常生活支援加算を算定している場合、所定単
位数（基本報酬単位＋各種加算）×2.7％が料金に加算されます。

介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）

所定単位数（基本報酬単位＋各種加算）×8.3％が料金に加算されます。


